
手持品控除に係る納税申告書等（記載要領・記載例）

「期限後申告・修正申告をする理由・事情」欄に控除対象揮発油の手
持品控除がある旨を記載（入力）し、「揮発油税超過額」欄に控除対
象揮発油の数量に基づく控除税額を記載（入力）してください。
なお、２月以上にわたって手持品控除の適用を受ける場合には、適

用を受けようとする回数のうち何回目の手持品控除であるかを記載
（入力）してください。
【記載（入力）例:期限後申告・修正申告をする理由・事情】

参考:e-Tax入力可能文字数７５文字

期限後申告・修正申告をする理由・事情

手持品控除申告 １回／全２回

①

①

1. 手持品控除の適用を受ける場合の揮発油税及び地方揮発油税納税申告書の記載

１

１

 油槽所で控除対象揮発油を所持する揮発油の製造者
等が、揮発油税超過額の控除又は還付（以下「手持
品控除」といいます。）の適用を受けるには、令和
８年３月末までに提出される申告書に揮発油税超過
額の金額を記載し、税額の計算を行う必要がありま
す。（Ｐ１）

 揮発油税超過額の算出は、別紙様式１「控除対象揮
発油の揮発油税超過額計算書」により算出します。
（Ｐ２）

① 手持品控除の適用を受ける場合の納税申告書の記載
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③

② 控除対象揮発油数量
「貯蔵場所ごとの所持数量」欄に記載した「バイオエタノール等揮発

油」及び「バイオエタノール等揮発油以外の揮発油」のそれぞれの所持
数量の合計を記載してください。
なお、「貯蔵場所ごとの所持数量」欄に記載しきれない場合は、「貯

蔵場所ごとの所持数量（次葉）」に記載してください。

2. 控除対象揮発油の揮発油税超過額計算書・貯蔵場所ごとの所持数量（次葉）の記載

③ エタノールの数量に相当する数量

バイオエタノール等数量相当分の算出方法は、次のとおりとなります。
⑴ エタノール濃度等が明らかな場合

⑵ エタノール濃度等が明らかでない場合
バイオエタノール等揮発油の数量 × 1.9%

※ バイオエタノール等揮発油のエタノール濃度等が品確法に基づく分析等によ
り明らかである場合には、法定濃度（1.9％）を使用してバイオエタノール等数
量相当分を算出することはできません。

算出方法

バイオエタノール等揮発油の数量 × エタノール
濃度

バイオエタノール又はカーボ
ンリサイタルエタノールが混
和されたもの

バイオエタノール等揮発油の数量 × （エチル-
ターシャリ-ブチルエーテル濃度×0.4237）

エチル-ターシャリ-ブチル
エーテルが混和されたもの

e-Taxの場合、イメージデータにより提出可能であるため、添付書
類送付書を作成し、作成したイメージデータを添付して送信して
ください。

別紙様式１

手持品控除に係る納税申告書等（記載要領・記載例）

②

①
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9 7 8 0 7 1
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1 6 1 0 7 4 2

1
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3 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0

4 1 8 5 0 3 0 5 8 1 5 0

3 1 0 0 0 0 0

1 6 2 0 5 2 3 5 5

3,100,0000 0

0

0

0 

0 

0 0

1 20 7
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3 0 0 0 0 0 0

4 0 5 0 0

3 0 0 0 0 0 0 
2 9 5 9 5 0 0

3 0 0 0 0 0 0

5 3 8 0 0 1 5 9 2 2 1 1 0 0

3,000,0000 0

0

0

0

0

0 0

1 20 7
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1 3 5 0 9 8 6 5 0

1 0 0 0 0 0

2 8 7 0 0 2 8 3 1 2 5 5

100,0000 0

0

0

0

0

0 0

1 20 7

1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
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別紙様式１

ℓ ℓ

ℓ

ℓ ℓ

ℓ ℓ

ⓐ ℓ ⓑ ℓ ℓ

円

○貯蔵場所ごとの所持数量

％

％

％

％

％

％

％

％

控除対象揮発油の揮発油税超過額計算書

整理番号

区 分
バイオエタノール等揮
発 油

バイオエタノール等揮
発 油 以 外 の 揮 発油

合 計

① 控除対象揮発油数量

② エタノールの数量に相当する数量

⑤
揮発油税超過額の基となる数量

（③－④）

Ⓐ（ⓐ＋ⓑ）

③
差引控除対象揮発油数量

（①－②）

④
欠減控除数量

（③×1.35％）

⑥ 揮発油税超過額（Ⓐ欄÷1,000×25,100円）

貯蔵場所 所持数量

所 在 地
ﾊﾞ ｲ ｵ ｴ ﾀ ﾉ ｰ ﾙ
等 揮 発 油

ℓ ｴﾀﾉｰﾙ濃度

ｴﾁﾙ-ﾀｰｼｬﾘ-
ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ濃度

濃度不明

名 称
ﾊﾞｲｵｴﾀﾉｰﾙ等
揮発油以外
の 揮 発 油

ℓ

エタノールの数量
に相当する数量 ℓ

所 在 地
ﾊﾞ ｲ ｵ ｴ ﾀ ﾉ ｰ ﾙ
等 揮 発 油

ℓ ｴﾀﾉｰﾙ濃度

ｴﾁﾙ-ﾀｰｼｬﾘ-
ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ濃度

濃度不明

ℓ

所 在 地
ﾊﾞ ｲ ｵ ｴ ﾀ ﾉ ｰ ﾙ
等 揮 発 油

ℓ ｴﾀﾉｰﾙ濃度

ｴﾁﾙ-ﾀｰｼｬﾘ-
ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ濃度

名 称
ﾊﾞｲｵｴﾀﾉｰﾙ等
揮発油以外
の 揮 発 油

ℓ

エタノールの数量
に相当する数量

濃度不明

ℓ

所 在 地
ﾊﾞ ｲ ｵ ｴ ﾀ ﾉ ｰ ﾙ
等 揮 発 油

ℓ ｴﾀﾉｰﾙ濃度

ｴﾁﾙ-ﾀｰｼｬﾘ-
ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ濃度

名 称
ﾊﾞｲｵｴﾀﾉｰﾙ等
揮発油以外
の 揮 発 油

ℓ

エタノールの数量
に相当する数量

ℓ

【注意】
　この計算書は、揮発油税及び地方揮発油税納税申告書（CC2-3301-1）に添付してください。

濃度不明

名 称
ﾊﾞｲｵｴﾀﾉｰﾙ等
揮発油以外
の 揮 発 油

ℓ

エタノールの数量
に相当する数量

✓

✓

✓

濃度不明の場合
「1.9％」の法定
濃度を乗じる

10,000ℓ×1.9％
＝190.0ℓ

所持数量×エタ
ノール濃度

5,000ℓ×2.0％＝
100.0ℓ

所持数量×（ｴﾁﾙ
-ﾀｰｼｬﾘ-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ
濃度× 0.4237 ）

10,000ℓ×(5.0
％×0.4237)＝
211.85

ℓ未満
切り捨て

原則…小数点２位以下切り捨て
※常時ℓ未満を切捨処理してい
る場合、それに準ずる
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